
説明・記載例
（記録事項証明の交
付（提供）申請書）
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記録事項証明の交付方法には、書面により交
付する方法と電磁的記録として提供する方
法があります。
手数料は、書面により交付する方法は用紙１
枚につき150円、電磁的記録として提供する
方法は１件につき2100円です。手数料はペ
イジーによる電子納付となります。申請書を
提出後、裁判所から納付方法についてご案内
します。

書面による交付を希望し、郵送による受領を希
望する場合には、宛先を記載した返送用封筒
に必要な郵便切手を貼付して、提出してくださ
い。

電磁的記録として提供を受ける方法には、
①裁判所のシステムを利用して、ご自身の端
末にダウンロードする方法、②裁判所設置端
末に、ご自身のUSBメモリ等の記録媒体を
接続し、ダウンロードする方法があります。
①の場合には、システムにアップロードされ
た旨のメールによる通知を受けた後、１週間
以内にダウンロードしてください。期間を過
ぎると、ダウンロードできなくなる場合があ
ります。
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